
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

○

第

五

百

一

回

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

開

海

区

漁

業

調

整

委

員

担

当

課

（

室

）

催

会

目

次

【

告

示

】

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

〃

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

〃

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

の

事

業

の

廃

止

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

訪

問

販

売

に

関

す

る

業

務

の

停

止

く

ら

し

安

全

安

心

課

○

基

本

測

量

の

終

了

監

理

課

○

都

市

計

画

の

変

更

の

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

平

成

二

十

六

年

二

級

建

築

士

試

験

の

実

施

建

築

指

導

課

○

平

成

二

十

六

年

木

造

建

築

士

試

験

の

実

施

〃

○

二

級

建

築

士

の

免

許

の

取

消

し

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

○

〃

〃

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

文

化

財

の

教

育

委

員

会

指

定

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成２６年３月４日 第１１５６４号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ま
り
ん

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
一
三
四
一
番
地
四

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
瀬
戸
内
り
ょ
う
ま
医
院

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
一
三
四
一
番
地
二
〇

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
四
〇
〇
八
五
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２６年３月４日　岡山県公報　第１１５６４号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
お
り

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
福
谷
三
五
七
六
番
地
の
二

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
香
福

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
福
谷
三
五
七
六
番
地
の
二

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
四
〇
〇
四
三
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

平成２６年３月４日　岡山県公報　第１１５６４号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
ビ
ッ
グ

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
日
比
四

二

一
六

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
ビ
ッ
グ

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
日
比
四

二

一
六

－
－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
十
五
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
四
〇
〇
四
七
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

福
祉
用
具
貸
与

平成２６年３月４日　岡山県公報　第１１５６４号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ロ
ー
ズ
ガ
ー
デ
ン

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
塩
木
一
〇

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
江
原
恵
明
会

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
津
山
口
三
〇
六

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
二
〇
〇
六
〇
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

里
庄
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
郡
里
庄
町
里
見
七
三
五
〇

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

里
庄
町

平成２６年３月４日　岡山県公報　第１１５６４号



２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
郡
里
庄
町
里
見
一
一
〇
七

二

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
七
〇
〇
八
九
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

平成２６年３月４日　岡山県公報　第１１５６４号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

種
見
明
戸
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

四
五
・
五

一
二
・
四
～

一
七
・
四

真
庭
市
種
字
三
崎
ノ
前
二
二
二
四
番
三
地
内

新

四
五
・
五

九
・
〇
～

一
一
・
〇

真
庭
市
種
字
三
崎
ノ
前
二
二
二
四
番
三
地
内

旧

平成２６年３月４日　岡山県公報　第１１５６４号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

種
見
明
戸
線

真
庭
市
種
字
三
崎
ノ
前
二
二
二
四
番
三
地
内

平
成
二
十
六

年
三
月
四
日

平成２６年３月４日　岡山県公報　第１１５６４号



〔

〕

（

。

「

」

。
）

九
二

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律

昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号

以
下

法

と
い
う

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訪
問
販
売
に
関
す
る
業
務
の
停
止
を
命
じ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

処
分
を
し
た
日

平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

浅
雄
塗
装
こ
と

浅
雄

セ
ツ
子

住
所

岡
山
県
真
庭
市
美
甘
三
〇
七
番
地

旭
団
地

一
号
棟

三

処
分
の
内
容

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止

１

停
止
を
命
ず
る
業
務
の
内
容

訪
問
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
こ
と
。

(1)

訪
問
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
る
こ
と
。

(2)

訪
問
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

(3)
２

期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
九
日
か
ら
同
年
五
月
十
八
日
ま
で
の
三
月
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

浅
雄
塗
装
こ
と
浅
雄
セ
ツ
子
（
以
下
「
同
人
」
と
い
う

）
は
、
次
の
と
お
り
法
及
び
特
定
商
取

。

引
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う

）
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
お
り
、
訪
問
販
売
に
係
る
取
引
の
公
正
及
び
役
務
の
提
供
を
受

。
け
る
者
の
利
益
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。

１

再
勧
誘
（
法
第
三
条
の
二
第
二
項
）

同
人
は
、
岡
山
県
内
の
消
費
者
宅
を
訪
問
し
た
際
に
、
訪
問
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
を
締

結
し
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
し
た
消
費
者
に
対
し
、
更
に
勧
誘
し
て
い
た
。

２

書
面
不
交
付
（
法
第
五
条
第
一
項
）

同
人
は
、
岡
山
県
内
の
消
費
者
宅
を
訪
問
し
て
締
結
し
た
役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
の

内
容
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
消
費
者
に
交
付
し
な
か
っ
た
。

３

債
務
不
履
行
（
法
第
七
条
第
一
号
）

同
人
は
、
岡
山
県
内
の
消
費
者
宅
を
訪
問
し
て
締
結
し
た
役
務
提
供
契
約
に
係
る
債
務
に
つ
い

平成２６年３月４日　岡山県公報　第１１５６４号



て
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
履
行
し
て
い
な
い
。

４

迷
惑
勧
誘
（
法
第
七
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
規
則
第
七
条
第
一
号
）

同
人
は
、
岡
山
県
内
の
消
費
者
宅
を
訪
問
し
た
際
に
、
訪
問
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
の
締

結
に
つ
い
て
、
消
費
者
に
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
仕
方
で
勧
誘
を
し
て
い
た
。

平成２６年３月４日　岡山県公報　第１１５６４号



〔
九
三
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土

交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

終

了

年

月

日

岡
山
市
、
高
梁
市
、

基
本
測
量
（
国
土
調
査
に
伴
う
基

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

新
見
市
、
赤
磐
市
、

準
点
測
量
）

美
作
市

平成２６年３月４日　岡山県公報　第１１５６４号



〔
九
四
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岡
山
市
か
ら
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
の

変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
公
園

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
駐
車
場

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
道
路

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
火
葬
場

二

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
岡
山
市
役
所
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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〔
九
五
〕
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
六

年
二
級
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十

五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時学

科
の
試
験

(1)

平
成
二
十
六
年
七
月
六
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

(2)

平
成
二
十
六
年
九
月
十
四
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

場
所

岡
山
市
北
区
伊
福
町
四
丁
目
三
番
九
二
号

岡
山
県
立
岡
山
工
業
高
等
学
校

二

受
験
資
格

１

学
科
の
試
験

建
築
士
法
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

２

設
計
製
図
の
試
験

学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
四
年
又
は
平
成
二
十
五
年
の
二
級
建
築
士

試
験
（
他
の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
も
の
を
含
む

）
に
お
い
て
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者

。

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
本
年
の
学
科
の
試
験
を
免
除
す
る
。

三

受
験
手
数
料

一
六
、
九
〇
〇
円

四

受
験
申
込
手
続

１

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

過
去
に
二
級
建
築
士
試
験
（
他
の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の

。

受
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
、
受
験
申
込
書
に
平
成
二
十
五
年
以
前
の
二
級
建
築
士
試
験

の
受
験
票
若
し
く
は
合
否
の
通
知
書
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
者
又
は
離
島
等
で
直
接
申
込
み
が
で
き

な
い
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
で
、
勤
務
先
の
証
明
書
若
し
く
は
住
民
票
の
写
し
が
添

付
さ
れ
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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受
験
申
込
受
付
期
間

(1)

平
成
二
十
六
年
三
月
十
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で

受
験
申
込
方
法

(2)

次
の
宛
先
に
必
ず
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と

（
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
の
消
印

。

の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
）

〒
一
〇
四

〇
〇
三
一

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
一
四
番
一
号

公
益
財
団
法
人
建
築

－

技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

本
部

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
試
験
の
申
込
み
に

必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。受

験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

(1)

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
月
曜
日
）
午

後
四
時
ま
で

受
験
申
込
方
法

(2)

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
j

p
/

）
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

３

受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

(1)

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
月
十
四
日
（
月
曜
日
）
ま
で
の
毎
日
午
前
十

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

受
付
場
所

(2)

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
会
議
室

（
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

建
築
会
館
五
階
）

受
験
申
込
方
法

(3)

受
験
申
込
書
は
、
原
則
と
し
て

の
受
付
場
所
に
申
込
者
本
人
が
直
接
提
出
す
る
こ
と
。

(2)

五

合
否
の
通
知

１

学
科
の
試
験

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日
（
火
曜
日
）
頃
に
、
本
人
に
直
接
通
知
す
る
。

２

設
計
製
図
の
試
験
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平
成
二
十
六
年
十
二
月
四
日
（
木
曜
日
）
頃
に
、
本
人
に
直
接
通
知
す
る
。

六

受
験
申
込
書
の
配
布

１

郵
送
に
よ
る
配
布

請
求
期
間

(1)

平
成
二
十
六
年
三
月
三
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
二
十
日
（
木
曜
日
）
午
後
五
時

ま
で配

布
期
間

(2)

平
成
二
十
六
年
三
月
十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
着
払
い
に

よ
り
郵
送
）

請
求
方
法

(3)

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
り
請
求
し
、
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
次
の
宛
先
に
請
求
す
る
こ
と

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
り
請
求
す
る
場

。

合
に
あ
っ
て
は

氏
名

送
付
先
住
所

電
話
番
号

試
験
種
別

二
級

及
び
申
込
区
分

学

、

、

、

、

（

）

（
「

科
の
試
験
か
ら
」
又
は
「
設
計
製
図
の
試
験
の
み

）
を
明
記
す
る
こ
と

）

」

。

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

受
験
申
込
書
配
布
係

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
〇
四
二

六
二
八

三
五
五
〇

－
－

２

配
布
場
所
に
お
け
る
配
布

配
布
場
所

(1)
ア

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局

（
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

建
築
会
館
四
階
）

イ

倉
敷
市
建
設
局
建
築
部
建
築
指
導
課

（
倉
敷
市
西
中
新
田
六
四
〇
）

ウ

津
山
市
都
市
建
設
部
建
築
住
宅
課

（
津
山
市
山
北
五
二
〇
）

配
布
期
間
及
び
配
布
時
間

(2)
ア

ア
の
場
所

(1)平
成
二
十
六
年
三
月
十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
四
月
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
土
曜

日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
を
除
く

）
及
び
同
月
十
二
日
（
土
曜
日
）
か
ら
同
月
十
四

。

日
（
月
曜
日
）
ま
で
の
、
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
（
同
日
（
月
曜
日
）
に
あ
っ
て

は
、
午
後
四
時
）
ま
で
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イ

イ
及
び
ウ
の
場
所

(1)平
成
二
十
六
年
三
月
十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
（
月
曜
日
）
ま
で
（
土
曜

日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
を
除
く

）
の
、
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
（
同
日

。

（
月
曜
日
）
に
あ
っ
て
は
、
午
後
四
時
）
ま
で

七

そ
の
他

１

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
の
発
表

平
成
二
十
六
年
六
月
十
一
日
（
水
曜
日
）
頃
か
ら
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局
に

掲
示
す
る
と
と
も
に
、
学
科
の
試
験
の
試
験
場
に
掲
示
す
る
。

２

受
験
に
際
す
る
特
別
措
置

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
害
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
受
験
申
込

時
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。
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〔
九
六
〕
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
六

年
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十

五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時学

科
の
試
験

(1)

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
七
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

(2)

平
成
二
十
六
年
十
月
十
二
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

場
所

岡
山
市
北
区
伊
福
町
四
丁
目
三
番
九
二
号

岡
山
県
立
岡
山
工
業
高
等
学
校

二

受
験
資
格

１

学
科
の
試
験

建
築
士
法
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

２

設
計
製
図
の
試
験

学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
四
年
又
は
平
成
二
十
五
年
の
木
造
建
築
士

試
験
（
他
の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
も
の
を
含
む

）
に
お
い
て
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者

。

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
本
年
の
学
科
の
試
験
を
免
除
す
る
。

三

受
験
手
数
料

一
六
、
九
〇
〇
円

四

受
験
申
込
手
続

１

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

過
去
に
木
造
建
築
士
試
験
（
他
の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の

。

受
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
、
受
験
申
込
書
に
平
成
二
十
五
年
以
前
の
木
造
建
築
士
試
験

の
受
験
票
若
し
く
は
合
否
の
通
知
書
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
者
又
は
離
島
等
で
直
接
申
込
み
が
で
き

な
い
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
で
、
勤
務
先
の
証
明
書
若
し
く
は
住
民
票
の
写
し
が
添

付
さ
れ
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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受
験
申
込
受
付
期
間

(1)

平
成
二
十
六
年
三
月
十
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で

受
験
申
込
方
法

(2)

次
の
宛
先
に
必
ず
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と

（
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
の
消
印

。

の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
）

〒
一
〇
四

〇
〇
三
一

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
一
四
番
一
号

公
益
財
団
法
人
建
築

－

技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

本
部

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

平
成
十
六
年
以
降
に
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
試
験
の
申
込
み
に

必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。受

験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

(1)

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
月
曜
日
）
午

後
四
時
ま
で

受
験
申
込
方
法

(2)

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
j

p
/

）
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

３

受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

(1)

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
月
十
四
日
（
月
曜
日
）
ま
で
の
毎
日
午
前
十

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

受
付
場
所

(2)

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
会
議
室

（
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

建
築
会
館
五
階
）

受
験
申
込
方
法

(3)

受
験
申
込
書
は
、
原
則
と
し
て

の
受
付
場
所
に
申
込
者
本
人
が
直
接
提
出
す
る
こ
と
。

(2)

五

合
否
の
通
知

１

学
科
の
試
験

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日
（
火
曜
日
）
頃
に
、
本
人
に
直
接
通
知
す
る
。

２

設
計
製
図
の
試
験
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平
成
二
十
六
年
十
二
月
四
日
（
木
曜
日
）
頃
に
、
本
人
に
直
接
通
知
す
る
。

六

受
験
申
込
書
の
配
布

１

郵
送
に
よ
る
配
布

請
求
期
間

(1)

平
成
二
十
六
年
三
月
三
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
二
十
日
（
木
曜
日
）
午
後
五
時

ま
で配

布
期
間

(2)

平
成
二
十
六
年
三
月
十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
着
払
い
に

よ
り
郵
送
）

請
求
方
法

(3)

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
り
請
求
し
、
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
次
の
宛
先
に
請
求
す
る
こ
と

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
り
請
求
す
る
場

。

合
に
あ
っ
て
は

氏
名

送
付
先
住
所

電
話
番
号

試
験
種
別

木
造

及
び
申
込
区
分

学

、

、

、

、

（

）

（
「

科
の
試
験
か
ら
」
又
は
「
設
計
製
図
の
試
験
の
み

）
を
明
記
す
る
こ
と

）

」

。

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

受
験
申
込
書
配
布
係

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
〇
四
二

六
二
八

三
五
五
〇

－
－

２

配
布
場
所
に
お
け
る
配
布

配
布
場
所

(1)

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局

（
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

建
築
会
館
四
階
）

配
布
期
間
及
び
配
布
時
間

(2)

（

）

（

）

（

、

平
成
二
十
六
年
三
月
十
日

月
曜
日

か
ら
同
年
四
月
十
一
日

金
曜
日

ま
で

土
曜
日

日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
を
除
く

）
及
び
同
月
十
二
日
（
土
曜
日
）
か
ら
同
月
十
四
日
（
月

。

曜
日
）
ま
で
の
、
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
（
同
日
（
月
曜
日
）
に
あ
っ
て
は
、
午
後

四
時
）
ま
で

七

そ
の
他

１

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
の
発
表

平
成
二
十
六
年
六
月
十
一
日
（
水
曜
日
）
頃
か
ら
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局
に

掲
示
す
る
と
と
も
に
、
学
科
の
試
験
の
試
験
場
に
掲
示
す
る
。

２

受
験
に
際
す
る
特
別
措
置
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受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
害
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
受
験
申
込

時
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。
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〔
九
七
〕
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
級
建

築
士
の
免
許
の
取
消
し
を
行
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

二

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名
、
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建

築
士
の
別
及
び
そ
の
者
の
登
録
番
号

白
神

春
平

二
級
建
築
士

第
一
二
八
五
号

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

相
続
人
か
ら
、
当
該
二
級
建
築
士
が
死
亡
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
た
め
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〔
九
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
壱
丁
田
二
七
四
一

四
、
二
七
四
一

六
、
二
七
四
一

八

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
早
島
三
三
九
四

一
－

佐
々
木

章

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
二
二
号
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〔
九
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
中
央
四
丁
目
二
七

一
〇
二

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

東
京
都
港
区
高
輪
三
丁
目
二
二

九
－

タ
マ
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

玉
木

康
裕

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
五
四
号
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
岡
山
県
指
定
重
要
文
化
財
の
指
定
及
び
岡
山
県
指
定
重
要

有
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

指

定

番

号

有
第
三
五
二
号

二

種

別

重
要
文
化
財

建
造
物

三

名
称
及
び
員
数

如
法
寺
無

量

寿
院
本
堂

一
棟

に
よ
ほ
う

じ

む

り
よ
う
じ
ゆ
い
ん
ほ
ん
ど
う

附
明
和
五
年
棟
札

一
枚

む
な
ふ
だ

四

所

在

地

岡
山
市
東
区
広
谷
一
三
五
番
地

五

所

有

者

宗
教
法
人
無
量
寿
院

代
表
役
員

大
石

隆
英

六

構
造
及
び
形
式

桁
行
三
間
、
梁
間
四
間
、
入
母
屋

造

、
向
拝
一
間
、
桟

瓦

葺

い
り

も

や

づ
く
り

ご

は
い

さ
ん
が
わ
ら
ぶ
き

七

建

築

年

代

明
和
五
（
一
七
六
八
）
年

八

指

定

理

由

如
法
寺
は
真
言
宗
の
古
刹
で
、
江
戸
時
代
中
期
に
は
無
量
寿
院
を
は
じ
め
、
常
勝
寺
、
西
方
寺
、

正
覚
院
、
威
徳
院
、
羯
磨
院
の
寺
中
寺
院
の
名
が
見
え
て
い
る
。
本
堂
は
、
桁
行
三
間
（
八
・
三
八

メ
ー
ト
ル
）
梁
間
四
間
（
一
〇
・
五
一
メ
ー
ト
ル

、
入
母
屋
造
、
桟
瓦
葺
で
、
正
面
に
向
拝
一
間

）

を
付
し

三
間
堂
と
し
て
は
大
規
模
の
内
に
属
す
仏
堂
で
あ
る

現
存
す
る
棟
札
か
ら

明
和
五

一

、

。

、

（

七
六
八
）
年
に
上
道
郡

勅

旨
村
の
工
匠
藤
原
佐
次
右
衛
門
及
び
そ
の
子
紋
次
郎
等
の
手
に
よ
っ
て

ち
よ
く

し

建
立
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
向
拝
部
分
や
内
外
陣
境
の
構
え
、
妻
飾
な
ど
は
、
よ
く
江
戸
時
代

中
期
の
様
式
を
表
し
て
い
る

こ
の
建
物
は

内
陣
に
中
世
の
極
め
て
質
の
高
い
折
上
小
組
格
天

井

。

、

お
り
あ
げ

こ

ぐ
み
ご
う
て
ん
じ
よ
う

を
残
し
て
い
る
点
に
大
き
い
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
須
弥
壇
と
厨
子
も
禅
宗
様
を
基
調
と
し
た
十
七
世

し
ゆ

み

だ
ん

ず

し

紀
前
期
の
良
質
の
作
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に
本
堂
も
修
理
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
建
物
は
、
中
世
及
び
近
世
初
頭
の
前
身
堂
の
部
材
、
須
弥
壇
、
厨
子
を
残
し
つ

つ
、
明
和
五
年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
質
が
高
く
、
古
い
部
分
を
生
か

し
な
が
ら
維
持
す
る
、
日
本
建
築
の
伝
統
を
よ
く
示
す
重
要
な
遺
構
で
あ
る
。

一

指

定

番

号

有
第
三
五
三
号

二

種

別

重
要
文
化
財

考
古
資
料
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三

名
称
及
び
員
数

中
山
遺
跡

出

土
特
殊
壺
及
び
特
殊
器
台

一
一
個
体

な
か
や
ま

い

せ
き
し
ゆ
つ

ど

と
く
し
ゆ
つ
ぼ
お
よ

と
く
し
ゆ

き

だ
い

四

所

在

地

真
庭
市
下
呰
部
二
四
八
番
地

真
庭
市
北
房
支
局

五

所

有

者

真
庭
市

六

製

作

年

代

弥
生
時
代
後
期
後
半
か
ら
末
（
二
世
紀
後
半
か
ら
三
世
紀
）

七

指

定

理

由

中
山
遺
跡
は
真
庭
市
西
河
内
に
所
在
し
、
旭
川
の
支
流
備
中
川
を
南
に
望
む
標
高
約
一
七
〇
メ
ー

に

し

ご

う

ち

ト
ル
の
丘
陵
上
に
位
置
す
る
。
昭
和
五
十
一
年
に
木
材
流
通
セ
ン
タ
ー
建
設
工
事
に
伴
い
発
掘
調
査

が
実
施
さ
れ
、
弥
生
時
代
後
期
後
半
か
ら
末
（
二
世
紀
後
半
か
ら
三
世
紀
）
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た

墳
丘
墓
と
木
棺
墓
群
か
ら
な
る
大
規
模
な
墓
群
が
検
出
さ
れ
た
。
墓
群
の
一
角
か
ら
は
、
特
殊
器
台

八
個
体
、
特
殊
壺
三
個
体
の
ほ
か
高
杯
、
壺
、
器
台
な
ど
が
出
土
し
た
。

特
殊
器
台
の
う
ち
一
個
体
は
完
形
に
復
元
さ
れ
、
高
さ
約
九
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
口
縁
部
約
四

一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
筒
部
径
約
三
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
測
る
。
長
い
筒
部
の
上
方
に
や
や
内
傾

す
る
二
重
口
縁
、
下
方
に
裾
部
が
付
く
。
筒
部
は
文
様
帯
四
段
、
間
帯
五
段
か
ら
な
り
、
文
様
帯
第

二
段
と
第
三
段
に
は
、
七
か
ら
八
条
の
平
行
沈
線
に
よ
る
連
続
Ｓ
字
状
文
と
透
か
し
孔
で
構
成
さ
れ

あ
な

、

、

。

る
立
坂
型
文
様
が

他
の
文
様
帯
に
は
立
坂
型
文
様
の
ほ
か
斜
線
文

斜
格
子
文
な
ど
が
刻
ま
れ
る

器
表
全
体
に
赤
色
顔
料
の
塗
布
が
見
ら
れ
る
。

特
殊
器
台
、
特
殊
壺
は
吉
備
の
墳
墓
祭
祀
を
特
徴
付
け
る
遺
物
で
あ
り
、
復
元
さ
れ
た
個
体
は
最

古
型
式
で
あ
る
立
坂
型
の
器
形
の
特
徴
と
文
様
構
成
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
特
殊
壺
、
特
殊
器
台
に
は
立
坂
型
以
降
の
型
式
が
含
ま
れ
て
お
り
、
特
殊

器
台
等
を
用
い
た
祭
祀
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
点
で
も
重
要
で
あ
る
。

一

指

定

番

号

有
第
三
五
四
号

二

種

別

重
要
文
化
財

歴
史
資
料

三

名
称
及
び
員
数

鴨
方
藩
の
砲
車

一
両

か
も
が
た
は
ん

ほ
う
し
や

四

所

在

地

岡
山
市
北
区
後
楽
園
一
番
五
号

岡
山
県
立
博
物
館
（
寄
託
）

五

所

有

者

宗
教
法
人
大
浦
神
社

代
表
役
員

小
川

暎
興

六

製

作

年

代

江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初
期

七

指

定

理

由

大
浦
神
社
に
伝
来
し
た
こ
の
砲
車
は
、
砲
架
の
全
長
約
一
八
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
最
大
幅
約
一

お
お
う
ら
じ
ん
じ
や

ほ
う

か

一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
車
輪
の
直
径
約
八
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
平
衡
機
の
仰
角
調
整
用
の
ネ
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ジ
と
金
具
の
一
部
が
失
わ
れ
て
い
る
が
、
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
。
砲
架
・
車
輪
な
ど
主
要
部
は

木
製
で
、
前
輪
リ
ム
カ
バ
ー
な
ど
に
は
鉄
製
金
具
が
使
用
さ
れ
、
堅
牢
な
造
り
と
な
っ
て
い
る
。
形

状
や
他
の
類
例
か
ら
見
て
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
の
砲
車
と
判
断
さ
れ
る
。
現
在
は

木
肌
が
目
立
つ
が
、
残
存
す
る
塗
料
か
ら
、
本
来
は
黒
色
に
塗
装
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
砲
身
は
失
わ
れ
て
い
る
。

大
浦
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
覚
書
」
に
は
、
鴨
方
藩
が
築
造
し
た
青
佐
山
台
場
の
備
砲
が
廃

お
お

さ

や
ま
だ
い

ば

藩
置
県
後
に
奉
納
さ
れ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
青
佐
山
台
場
は
、
鴨
方
藩
領
浅
口
郡
東
大
島
村
と

同
郡
大
島
中
村
（
現
在
の
浅
口
市
寄
島
町
、
笠
岡
市
大
島
中
）
の
境
に
あ
る
標
高
約
二
四
九
メ
ー
ト

ル
の
青
佐
山
の
南
中
腹
に
所
在
し
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
に
完
成
し
た
。
台
場
に
は
砲
門
二
箇

所
が
設
け
ら
れ
、
完
成
後
に
は
壱
貫
目
筒
等
が
発
射
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
鴨
方
藩
は
幕
末
維
新
期
に

多
数
製
造
さ
れ
た
四
斤
山
砲
も
装
備
し
て
お
り
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
十
月
に
鴨
方
県
が
作
成

し
た
「
陸
軍
兵
員
并
器
械
弾
薬
費
用
取
調
帳
」
に
は
、
鴨
方
県
が
保
管
す
る
砲
車
附
属
の
大
砲
と
し

て
「
山
用
砲
」
二
門
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
砲
車
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の
砲
車
に
搭
載
さ
れ
た
砲
身
の
種
別
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
に
製
造
さ
れ
た
砲
車
が
保
存
さ
れ
て
い
る
例
は
全
国
的
に

も
珍
し
く
、
歴
史
的
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

一

指

定

番

号

民
第
四
六
号

二

種

別

重
要
有
形
民
俗
文
化
財

三

名
称
及
び
員
数

若
宮
八
幡
宮
奉
納
絵
馬
及
び
模
型
和
船

二
四
面
、
一
艘

わ
か
み
や
は
ち
ま
ん
ぐ
う
ほ
う
の
う

え

ま

お
よ

も

け
い

わ

せ
ん

番
号

資

料

名

員
数

製

作

年

１

八
岐
大
蛇
退
治
図

一
面

元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年

２

鬼
の
首
引
図

一
面

元
禄
十
七
（
一
七
〇
四
）
年

３

浄
瑠
璃
物
語
図

一
面

元
禄
か
ら
正
徳
ご
ろ

４

伊
勢
参
詣
図

一
面

元
禄
か
ら
正
徳
ご
ろ
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５

住
吉
大
社
参
詣
図

一
面

元
禄
か
ら
正
徳
ご
ろ

６

御
座
船
図

一
面

宝
永
八
（
一
七
一
一
）
年

７

黄
石
公
張
良
図

一
面

正
徳
四
（
一
七
一
四
）
年

８

朝
鮮
通
信
使
船
図

一
面

正
徳
四
（
一
七
一
四
）
年

９

繋
馬
図

一
面

寛
延
四
（
一
七
五
一
）
年

初
夢
図

一
面

宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年

10

義
士
討
入
図

一
面

宝
暦
八
（
一
七
五
八
）
年

11

尻
海
古
景
図

一
面

天
明
五
（
一
七
八
五
）
年

12

源
平
合
戦
図

一
面

天
明
七
（
一
七
八
七
）
年

13

相
撲
図

一
面

天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
ご
ろ

14

干
将
莫
邪
図

一
面

寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年

15

唐
美
人
図

一
面

寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年

16

桐
鳳
凰
図

一
面

寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年

17

載
栄
丸
図

一
面

寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
ご
ろ

18

黄
石
公
張
良
図

一
面

寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年

19
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武
内
宿
禰
図

一
面

寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年

20

繋
馬
図

一
面

文
化
三
（
一
八
〇
六
）
年

21

弁
慶
牛
若
図

一
面

文
化
十
五
（
一
八
一
八
）
年

22

繋
馬
図

一
面

文
政
十
一
（
一
八
二
八
）
年

23

桃
園
三
傑
図

一
面

弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年

24

宝
廣
丸
模
型

一
艘

文
化
八
（
一
八
一
一
）
年

25

四

所

在

地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
三
〇
三
八
番
地

若
宮
八
幡
宮

岡
山
市
北
区
後
楽
園
一
番
五
号

岡
山
県
立
博
物
館
（
寄
託
）

五

所

有

者

宗
教
法
人
若
宮
八
幡
宮

代
表
役
員

川
﨑

経
夫

六

製

作

年

代

元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
か
ら
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年

七

指

定

理

由

尻
海
地
区
は
、
江
戸
時
代
廻
船
業
で
栄
え
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
と
考

し
り

み

え
ら
れ
る
『
吉
備
温
故
秘
録
』
に
は

「
二
端
帆
よ
り
二
十
一
端
帆
迄
の
海
船
、
百
艘
」
を
有
し
て

、

い
た
と
あ
る
。
こ
の
尻
海
地
区
の
氏
神
で
あ
る
若
宮
八
幡
宮
に
は
、
江
戸
時
代
に
尻
海
地
区
の
廻
船

問
屋
な
ど
か
ら
奉
納
さ
れ
た
絵
馬
、
模
型
和
船
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。
平
成
三
年
の
火
災
で
一
部

焼
失
し
て
い
る
が
、
絵
馬
二
四
面
と
模
型
和
船
一
艘
が
現
存
し
て
い
る
。

、

、

、

絵
馬
に
は

載
栄
丸
図

御
座
船
図
や
朝
鮮
通
信
使
船
図
の
よ
う
に
船
が
描
か
れ
た
も
の
の
ほ
か

尻
海
港
や
若
宮
八
幡
宮
と
と
も
に
二
艘
の
弁
才
船
が
描
か
れ
た
尻
海
古
景
図
、
秋
田
蘭
画
の
画
家
田た

代
忠
国
が
制
作
し
北
前
船
で
運
ば
れ
奉
納
さ
れ
た
干

将

莫
邪
図
な
ど
、
海
と
関
わ
り
の
あ
る
も
の

し
ろ
た
だ
く
に

か
ん
し
よ
う
ば
く

や

が
多
く
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
絵
馬
の
本
流
で
あ
る
馬
図
、
鬼
の
首
引
図
や
源
平
合
戦
図

と
い
っ
た
武
者
絵
、
浄
瑠
璃
物
語
図
や
桃
園
三
傑
図
と
い
っ
た
和
漢
の
物
語
絵
、
義
士
討
入
図
や
弁

と
う
え
ん
さ
ん
け
つ

慶
牛
若
図
と
い
っ
た
芝
居
絵
な
ど
、
多
種
多
様
な
画
題
の
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
弁
才

船
宝
廣
丸
の
模
型
和
船
は
、
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
に
尻
海
の
廻
船
問
屋
川
野
屋
が
奉
納
し
た
も
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の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
若
宮
八
幡
宮
の
奉
納
絵
馬
及
び
模
型
和
船
は
、
質
、
量
と
も
に
県
下
有
数
の
内
容
で

あ
る
と
と
も
に
、
瀬
戸
内
海
廻
船
業
で
栄
え
た
尻
海
地
区
の
か
つ
て
の
繁
栄
や
当
時
の
人
々
の
生
活

や
信
仰
な
ど
を
物
語
る
民
俗
資
料
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。
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◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
六
号

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
百
一
回
岡
山
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

奥

野

雄

二

一

日
時

平
成
二
十
六
年
三
月
十
日
（
月
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

区
画
漁
業
権
の
免
許
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

委
員
会
指
示
に
つ
い
て
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